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みやぎ食と農の県民条例基本計画の変更について（諮問） 

 このことについて，産業振興審議会条例（平成１２年宮城県条例第１０９号）第１条

第１項の規定により，下記のとおり諮問します。 

 

１ 諮問事項 

  みやぎ食と農の県民条例第８条第１項による基本計画（平成１３年１０月策定，平

成１８年３月変更）の変更を行うに当たって，本計画に定める事項に関して検討をい

ただくとともに，本計画の変更案について答申していただくよう求めるもの。 

 

２ 諮問期間 

  平成２１年５月１４日から平成２２年１月２９日まで 

 

３ 計画に定める事項 

 （１）国内自給率向上に向けた県内農産物の生産目標，農地確保の目標面積等，農業・   

農村振興に関する主要目標 

 （２）上記（１）の目標に向けた主要な方策及び施策 

 （３）その他農業・農村振興のために必要な事項 


